
 

 

  

 

 2026 年 2 月 24 日 

日本郵便株式会社 

 東 京 支 社 
 

 
 

 

 

日本郵便株式会社東京支社（東京都江東区、支社長 高橋 文昭）は、「地方公共団体の特定の事務の

郵便局における取扱いに関する法律」（平成 13 年法律第 120 号）に基づき、マイナンバーカードの

引渡し（更新）、マイナンバーカードの券面記載事項変更の受付およびマイナンバーカードに設定された

暗証番号の初期化などを、東京都世田谷区内の郵便局において開始します。 

 

記 

 

1 業務開始日および取扱郵便局 

・2026年 2月 25日（水） 

  世田谷郵便局（〒154-8799 世田谷区三軒茶屋 2-1-1） 

 

・2026年 3月 4日（水） 

  玉川郵便局（〒158-8799世田谷区等々力 8-22-1） 

 

・2026年 3月 11日（水） 

  千歳郵便局（〒156-8799世田谷区経堂 1-40-1） 

成城郵便局（〒157-8799世田谷区成城 8-30-25） 

 

2 事務内容など 

・マイナンバーカードの引渡し（更新） 

・マイナンバーカードの券面記載事項変更の受付など 

・マイナンバーカードに設定された暗証番号の初期化 

・マイナンバーカードの署名用電子用証明書および利用者証明用電子証明書の発行・更新の受付 

※順次、取り扱いを開始予定 
  

以上 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】            

日本郵便株式会社 東京支社 

経営管理部（広報室） 

電話：（直通）03-6659-8472 

【お客さまのお問い合わせ先】            

日本郵便株式会社 東京支社 

郵便局窓口事業部（地方創生係） 

電話：（直通）03-6659-8459 

マイナンバーカードの引渡し（更新）の事務などを郵便局で開始 

～東京都世田谷区において東京都内初の取り組み～ 


